
通勤非課税調整操作マニュアル
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はじめに

本マニュアルでは、通勤非課税調整の操作についてご案内します。

通勤非課税調整の機能は、令和7年に『Cells給与』で給与計算した

保存データを元に、非課税対象となる通勤手当の遡及額を算出し、

年末調整計算に反映をおこないます。

事業所ファイルの処理年が2025年の場合のみ利用できます。

※令和7年11月19日の所得税法施行令改正についての詳細は、
　下記リンク先をご参照ください。
● 通勤手当の非課税限度額の改正について(国税庁ホームページ)

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm


1.　利用条件　
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本機能は下記3点の条件を満たしている場合にご利用いただけます。
ツールのご利用前に必ずご確認ください。

💡　ポイント

　　上記の利用条件を満たしていない場合は、遡及額をご自身で算出することで

　　調整することも可能です。詳細はこちら。

目次へ戻る↑

1) 「基本項目」の既定の「通勤課税」「通勤非課税」項目を利用している。

　→「■「基本項目」の既定項目の確認方法(本ページ)」参照

2) 遡及対象月の保存データにおいて、既定の「通勤非課税」項目に、
改正前の通勤非課税限度額のみが登録されている。

3) 遡及対象月の保存データにおいて、既定の「通勤課税」項目に、
改正前の限度額を超過した金額が登録されている。

　→「■遡及対象月の保存データの確認方法(7ページ)」参照

■「基本項目」の既定項目の確認方法

1. 事業所ファイルの「基本項目」をクリックします。

https://kyuyo-support.cells.co.jp/hc/ja/articles/52610447918745


1.　利用条件　

6 目次へ戻る↑

2. 「手当・控除項目」タブの「既定項目の名称変更」をクリックします。

3. 「通勤課税」欄と「通勤非課税」欄に、それぞれ「通勤課税」と
「通勤非課税」と記載されており、他項目での使用がないことを確認します。



1.　利用条件　

7 目次へ戻る↑

1. 事業所ファイル黒板下で遡及対象月の保存データをクリックします。

2. 「支給控除一覧」をクリックします。

■遡及対象月の保存データの確認方法



1.　利用条件　

8 目次へ戻る↑

3. 「通勤非課税」欄に改正前の非課税限度額、「通勤課税」欄に限度額を
超過した金額が登録されていることを確認します。

※例) 通勤手当が8,000円で片道の通勤距離が10km以上15km未満の場合、
　　  改正前の非課税限度額が7,100円のため、「通勤非課税」欄に7,100円、
  　 「通勤課税」欄に900円と登録されている必要があります。
※各通勤距離での非課税限度額は、
　「通勤手当の非課税限度額の引上げについて(国税庁ホームページ)」を
　ご参照ください。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/pdf/01.pdf


2. 「その他ツール」タブを開き、「通勤非課税調整」をクリックします。

2.　通勤非課税の調整　
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1. 事業所ファイルを起動し、「ツール」をクリックします。

目次へ戻る↑

通勤非課税の調整は必ず年末調整計算前におこなってください。
すでに年末調整計算をおこなっている場合は、再度計算をする必要があります。



2.　通勤非課税の調整　

10 目次へ戻る↑

💡　ポイント

　　「年末処理」＞「年調データ入力」＞「シート入力等」タブの

　　「通勤非課税調整」をクリックして起動もできます。



2. 対象の社員を選択し、「シート表示」をクリックします。
フォームの「退職日」「通勤課税」「通勤非課税」欄には、それぞれ
「個人情報」に登録されているデータが表示されます。

※1 「在職者」を選択で「退職日」欄に表示がない従業員、「退職者」を選択で
　　退職日の表示がある従業員、「全選択」で全従業員を選択します。
※2 リスト選択したうえで、「「通勤非課税」が旧の額と一致する社員を選択」に
　  チェックを入れると、選択されている従業員のうち、改正前の非課税限度額
　　(4200円を除く)が登録されている従業員のみを選択し直します。

2.　通勤非課税の調整　
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1. 「社員読込」をクリックします。

目次へ戻る↑

2.1．社員情報の読込

※2

※1



2.　通勤非課税の調整

12 目次へ戻る↑

3. シート上に選択した社員の社員Noと氏名が表示されます。

※初回利用時に「社員読込」のみをおこなった状態で、「終了」より
　「保存して終了」するとエラーの原因となります。
　詳細は「2.5．画面の終了・データの保存(19ページ)」をご確認ください。

💡　ポイント

　　「氏名検索」欄より氏名で検索も可能です。

　　検索したい文字を入力し「検索」をクリックすると、リストに候補を表示

　　します。

　　候補の表示を解除する場合は、「全員表示」をクリックすると元のリスト

　　表示に戻ります。



2.　通勤非課税の調整
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【注意】
この処理では既定の「通勤非課税」に改正前の限度額、「通勤課税」に限度額を
超過する金額が登録されている場合に、改正後の限度額との差額を集計します。

今回改正の「自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当」
を前提とした機能のため、公共交通機関等を利用している場合でも、
「1.　利用条件(5ページ)」に該当の場合は計算がされますのでご注意ください。
また、今回改正の対象者でも改正前の限度額が登録されていない場合は、
正しく計算されません。
算出額は暫定的な計算であくまでも参考値としてください。

目次へ戻る↑

2.2．調整額の計算

1. 「調整額計算」をクリックします。

2. リストから対象者を選択すると、フォーム画面中央に各月の保存データの
課税通勤額と非課税通勤額が表示されます。
差額を調整する対象月を「調整期間」のプルダウンより選択します。

※「現在給与データを含める」にチェックを入れると給与更新前のデータも含んで
　調整額の計算ができます。

※



2.　通勤非課税の調整

14 目次へ戻る↑

3. 調整期間が全員共通で、リストに表示の社員をまとめて計算する場合は
「全員計算」、調整期間を個人ごとで設定し、1名ずつ計算する場合は
対象者を選択して「個人別計算」をクリックします。

※「全員計算」をする場合、リストから対象者を選択する必要はありません。

💡　ポイント

　　シート画面に片道通勤距離に対応する新旧比較表が表示されています。

　　「調整期間」の選択時に参考としてご利用ください。



💡　ポイント

　　内容を変更する場合は、該当のセルを選択し直接手入力で修正が可能です。

2.　通勤非課税の調整

15 目次へ戻る↑

5. シート上の「非課税となる通勤手当」欄に調整額(改正前後の差額)と、
「内訳」欄に〇円×〇ヶ月の形式で調整額の内訳が表示されます。

※通勤非課税調整の対象外の従業員は、「非課税となる通勤手当」は「0」と
　表示されます。

4. メッセージは「はい」や「OK」をクリックします。

※画像は「全員計算」をした場合を例としています。



2.　通勤非課税の調整

16 目次へ戻る↑

2.3．調整額の適用

2. フォームの「実行」をクリックします。
「実行」をクリックすると、「調整支給の入力」の「支給額(課税計)」に
「非課税となる通勤手当」欄の金額をマイナスで適用します。

※「実行」は2回以上おこなわないでください。
　2回以上おこなうと、金額が重複して適用されますのでご注意ください。
※操作をやり直す場合は「3.　通勤非課税調整のやり直し(21ページ)」を
　ご参照ください。

1. 「調整支給へ」をクリックします。

💡

この処理では算出した調整額を「年末処理」＞「調整支給の入力」へ反映します。

※「調整支給の入力」へ調整額を入力し、年末調整計算をおこなうと、年末調整結果に
　反映されます。「調整支給の入力」についての詳細はこちら。

https://kyuyo-support.cells.co.jp/hc/ja/articles/4406603113369


2.　通勤非課税の調整
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3. メッセージは「はい」や「OK」をクリックします。

目次へ戻る↑

💡　ポイント

　　リストには「年末処理」＞「調整支給の入力」に入力がある従業員と金額が

　　表示されます。課税支給額にすでに金額が入力されている場合は、

　　その金額から調整額をマイナスした金額を適用します。

　　※課税支給額の修正はこのフォームからはできかねます。

　　　修正する場合は、「調整支給の入力」より直接入力し直してください。



2.　通勤非課税の調整
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1. 「印刷」をクリックします。

目次へ戻る↑

2. 「プリンタの準備はいいですか？」は「はい」をクリックすると
Excelで設定されているプリンタから出力をします。

※プリンタの設定はMicrosoftのサポートサイト等でご確認ください。

【出力イメージ】

2.4．シートの印刷

シート上のNo、氏名、非課税となる通勤手当、内訳のデータを印刷します。
必要に応じてご利用ください。



2.　通勤非課税の調整
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1. 「終了」をクリックします。

目次へ戻る↑

2. 「シートのデータ保存して終了しますか？」とメッセージが表示されたら、
「保存して終了」を選択し、「終了」をクリックします。

※調整額の計算結果を保存しない場合は、「保存しないで終了」を選択します。
　この場合、源泉徴収簿に遡及額と計算根拠は記載されません。
　源泉徴収簿の記載については、「4.　年末調整関連帳票について」＞
　「4.1．源泉徴収簿(22ページ)」をご参照ください。

2.5．画面の終了・データの保存

💡　ポイント

　　エラーの原因となるため、初回使用時に「社員読込」のみおこない、

　　「非課税となる通勤手当」欄や「内訳」欄がすべて空欄の状態で

　　「終了」から「保存して終了」をおこなわないでください。詳細はこちら。

https://kyuyo-support.cells.co.jp/hc/ja/articles/53133099350297


2.　通勤非課税の調整

20 目次へ戻る↑

💡　ポイント

　　調整額のデータ適用後に「保存して終了」をおこなった場合、

　　再度「社員読込」をすると適用済の従業員のリスト右側に「済」が

　　表示されます。

    なお、「済」の表示を取り消すことはできません。

　　※データ適用後の状態でも「保存しないで終了」とした場合、
　　　「済」は表示されません。調整額を重複して適用しないようご注意ください。

　　

3. 終了後は「年末処理」＞「調整支給の入力」の「支給額(課税計)」に
調整額が反映されていることを確認します。

4. 確認後、「年末処理」＞「年末調整計算」より計算をおこないます。
年末調整計算の詳細は、
「2025年版年末調整操作マニュアル(年調計算・年次更新編)(6ページ～)」
をご参照ください。

https://www.cells.co.jp/kyuyo-s/wp-content/uploads/manual/nentyo3.pdf#page=6


3.　通勤非課税調整のやり直し　
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「2.　通勤非課税の調整」＞「2.3．調整額の適用(16ページ)」の手順2で
「実行」を2回以上おこなってしまった場合や、「調整支給の入力」に反映した
調整額を取り消したい場合におこないます。

目次へ戻る↑

2. 「支給額(課税計)」に入力されている調整額をDeleteキー等で削除します。
「2.　通勤非課税の調整」＞「2.3．調整額の適用(16ページ)」の手順2で
「実行」するより前に金額を登録していた場合は、実行前の金額を入力し
直します。

1. 事業所ファイルの「年末調整」＞「調整支給の入力」をクリックします。

3. 「閉じる(登録)」をクリックして画面を閉じ、
「2.　通勤非課税の調整(9ページ)」より再度操作をおこないます。



4.　年末調整関連帳票について　
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4.1．源泉徴収簿

通勤非課税の調整をおこなうと、算出した遡及額と計算根拠は源泉徴収簿の下部へ
記載されます。
源泉徴収簿の出力方法は、
「2025年版年末調整操作マニュアル(年調計算・年次更新編)(35ページ～)」を
ご参照ください。

※「2.　通勤非課税の調整」＞「2.5．画面の終了・データの保存(19ページ)」の手順2で
　「保存しないで終了」をおこなった場合は記載されません。

目次へ戻る↑

【出力イメージ】

https://www.cells.co.jp/kyuyo-s/wp-content/uploads/manual/nentyo3.pdf#page=35


4.　年末調整関連帳票について　
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4.2．源泉徴収票

年の中途の退職者および非居住者、死亡退職者において、改正後の非課税限度額を
適用することで新たに非課税となる金額がある場合は、遡及対応をおこない、
源泉徴収票を再交付します。
詳細は「通勤手当の非課税限度額の引上げに関するＱ＆Ａ(国税庁ホームページ)」
のQ13、Q14、Q16をご参照ください。

通勤非課税の調整をおこない、源泉徴収票を出力する場合は下記の手順で出力を
おこなってください。

目次へ戻る↑

1. 「2025年版年末調整操作マニュアル(年調計算・年次更新編)」＞
「3.　年末調整関連帳票の出力方法」＞「3.1.　源泉徴収票(22～26ページ)」
の手順で源泉徴収票を作成します。

2. 源泉徴収票の作成フォームの「設定」タブを開き、
「摘要欄に「再交付」と表示する」にチェックを入れます。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/pdf/03.pdf
https://www.cells.co.jp/kyuyo-s/wp-content/uploads/manual/nentyo3.pdf#page=22


4.　年末調整関連帳票について　　　
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3. 「作成」タブを開き、「出力」をクリックします。

目次へ戻る↑

【出力イメージ】
　摘要欄に「再交付」と記載されます。



発行元　株式会社セルズ

本マニュアルに記載された内容は予告なく変更されることがあります。

本マニュアルに掲載した画面表示、説明図などは、実際のものとは一部異なる場合があり

ますのでご了承ください。
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